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規

則 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六―

一
〇
二 

 
 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六―

一
一
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
第
十
四
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

八 

警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
社
会
人
経
験
者
Ⅰ
類 

九 

警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
社
会
人
経
験
者
Ⅱ
類 

第
四
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

職
員
採
用
上
級
試
験
（
早
期
区
分
） 

 

第
五
条
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
中
「
第
五
号
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
二
号
、

第
六
号
、
第
八
号
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
」
に
、
「
第
四
条

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
、
「
第
四
条
第
一

項
第
二
号
、
第
六
号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第

七
号
、
第
九
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十

三
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
失
効
日
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
一
職
員
採
用
上
級
試
験
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

     

職
員
採
用
上

級
試
験 

一 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九

号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
五
に
定
め
る
行
政
職
給
料

表
の
職
務
の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と

す
る
職 

二 

給
与
条
例
別
表
第
七
に
定
め
る
研
究
職
給
料
表
の
職
務
の
級
二
級
の

職 三 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管

理
規
程
第
五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
企
業
職
員
給
与
規
程
」
と
い

う
。
）
別
表
第
三
に
定
め
る
企
業
職
給
料
表
（
一
）
の
職
務
の
級
一
級
の 

 



       

別
表
第
一
職
員
採
用
初
級
試
験
の
項
中
「
職
員
採
用
上
級
試
験
」
を
「
職
員
採
用
上
級
試
験
又

は
職
員
採
用
上
級
試
験
（
早
期
区
分
）
」
に
改
め
、
同
表
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

         

      

別
表
第
一
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       

 

職
員
採
用
上

級
試
験
（
早

期
区
分
） 

 

職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
職 

四 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下

水
道
事
業
管
理
規
程
第
五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
下
水
道
局
職
員

給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
に
定
め
る
下
水
道
企
業
職
給
料
表
の

職
務
の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る

職 

 

経
験
者
職
員

採
用
試
験 

一 

給
与
条
例
別
表
第
五
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
の
職
務
の
級
一
級
の

職 二 

企
業
職
員
給
与
規
程
別
表
第
三
に
定
め
る
企
業
職
給
料
表
（
一
）
の

職
務
の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る

職 三 

下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
別
表
第
三
に
定
め
る
下
水
道
企
業
職
給
料

表
の
職
務
の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と

す
る
職 

四 

給
与
条
例
別
表
第
七
に
定
め
る
研
究
職
給
料
表
の
職
務
の
級
二
級
の

職 五 

給
与
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
医
療
職
給
料
表
（
二
）
の
職
務
の
級

一
級
及
び
二
級
の
職 

六 

学
校
職
員
の
給
与
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
事
務
職
給
料
表
の
職
務

の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
職 

 

警
察
官
（
巡

査
）
採
用
試

験
社
会
人
経

験
者
Ⅱ
類 

警
察
官
（
巡

査
）
採
用
試

験
社
会
人
経

験
者
Ⅰ
類 

給
与
条
例
別
表
第
六
に
定
め
る
公
安
職
給
料
表
の
職
務
の
級
一
級
の
職 

給
与
条
例
別
表
第
六
に
定
め
る
公
安
職
給
料
表
の
職
務
の
級
二
級
の
職 

 



 

別
表
第
二
職
員
採
用
上
級
試
験
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 

職
員
採
用

上
級
試
験 

心
理 

福
祉 

一
般

行
政

（
Ｄ

Ｘ
） 

一
般 

行
政 

主

と

し

て

心

理
に
関
す
る
知

識
、
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を

必
要
と
す
る
業

務
に
従
事
す
る 

主

と

し

て

福

祉
に
関
す
る
知

識
、
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を

必
要
と
す
る
業

務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と

す
る
職 

主

と

し

て

デ

ジ
タ
ル
化
及
び

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン

ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
に
関
す

る
知
識
、
技
術
又

は
そ
の
他
の
能

力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職

務
と
す
る
職 

職

員

採

用

上

級
試
験
の
他
の

試
験
職
種
の
対

象
と
な
ら
な
い

全
て
の
職 

専
門
試
験
（
多
肢

選
択
式
） 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

基
礎
能
力
検
査 

教
養
試
験 

専
門
試
験
（
多
肢

選
択
式
） 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

基
礎
能
力
検
査 

専門試験（多肢選択式） 

一
般
心
理
学
（
心
理

学
史
、
発
達
心
理
学
、

社

会

心

理

学

を

含

む
。
）
、
応
用
心
理

学
（
教
育
心
理
学
・

産
業
心
理
学
・
臨
床 

社
会
福
祉
概
論
（
社

会
保
障
を
含
む
。
）
、

社
会
学
概
論
、
心
理

学
概
論
（
社
会
心
理

学
を
含
む
）
及
び
社

会
調
査 

基
礎
理
論
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
、

技
術
要
素
、
開
発
技

術
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
サ

ー
ビ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
、
シ
ス
テ
ム
戦
略
、

経
営
戦
略
及
び
組
織

と
法
務 

政
治
学
、
社
会
政
策
、

行
政
学
、
憲
法
、
行

政
法
、
民
法
、
刑
法
、

労
働
法
、
経
済
学
（
経

済
原
論
、
経
済
政
策
、

経
済
史
）
、
財
政
学
、

国
際
関
係
及
び
経
営

学 

 



                                  

 

建
築 

総
合

土
木 

設
備 

 

主
と
し
て
建 

主
と
し
て
土
木

及
び
農
業
土
木
に

関
す
る
知
識
、
技

術
又
は
そ
の
他
の

能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す

る
こ
と
を
職
務
と

す
る
職 

主
と
し
て
電
気

及
び
機
械
に
関
す

る
知
識
、
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力

を
必
要
と
す
る
業

務
に
従
事
す
る
こ

と
を
職
務
と
す
る

職 こ
と
を
職
務
と
す

る
職 

 
 

数
学
・
物
理
・
情
報
、 

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 心
理
学
）
、
調
査
・
研

究
法
及
び
統
計
学 

数
学
・
物
理
・

情
報
、
応
用
力

学
、
水
理
学
、

土
質
工
学
、
材

料
・
施
工
、
都

市
計
画
、
測
量

及
び
土
木
計
画 

数
学
、
水
理
学
、

応
用
力
学
、
土
壌

物
理
、
測
量
、
材

料
・
施
工
、
農
業

水
利
・
土
地
改

良
・
農
村
環
境
整

備
、
農
業
土
木
構

造
物
、
農
学
一
般

及
び
農
業
機
械 

数
学
・
物
理
・
情

報
、
材
料
力
学
、

流
体
力
学
、
熱
工

学
、
電
気
工
学
、

機
械
力
学
・
制
御
、

機
械
設
計
、
機
械

材
料
及
び
機
械
工

作 数
学
・
物
理
、
電

磁
気
学
・
電
気
回

路
、
電
気
計
測
・

制
御
、
電
気
機

器
・
電
力
工
学
、

電
子
工
学
及
び
情

報
・
通
信
工
学 

 



                        

 

      

別
表
第
二
職
員
採
用
上
級
試
験
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
 

 

 

林
業 

農
業 

化
学 

 

主
と
し
て
林
業

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
農
業

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
化
学

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

築
に
関
す
る
知

識
、
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を

必
要
と
す
る
業

務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と

す
る
職
（
警
察
本

部
に
置
か
れ
る

も
の
を
除
く
。
） 

 
 

森
林
政
策
・
森
林
経
営

学
、
造
林
学
（
森
林
生

態
学
、
森
林
保
護
学
を

含
む
。
）
、
林
業
工
学
、

砂
防
工
学
及
び
林
産
一

般 栽
培
学
汎
論
、
作
物

学
、
園
芸
学
、
育
種
遺

伝
学
、
植
物
病
理
学
、

昆
虫
学
、
土
壌
肥
料

学
、
植
物
生
理
学
、
畜

産
一
般
及
び
農
業
経
済

一
般 

数
学
・
物
理
・
情
報
、

物
理
化
学
、
分
析
化

学
、
無
機
化
学
・
無
機

工
業
化
学
、
有
機
化

学
・
有
機
工
業
化
学
及

び
化
学
工
学 

構
造
力
学
、
材
料
学
、

建
築
史
、
環
境
原
論
、

建
築
計
画
、
都
市
計

画
、
建
築
構
造
、
建
築

施
工
及
び
建
築
設
備 

 

職
員
採
用

上
級
試
験 

一
般

行
政 

職
員
採
用
上
級

試
験
（
早
期
区
分
） 

教
養
試
験 

専
門
試
験
（
多
肢 

専門 

政
治
学
、
社
会
政
策
、

行
政
学
、
憲
法
、
行
政 

 



                                  

（
早
期
区

分
） 

設
備 

心
理 

福
祉 

 

主
と
し
て
電
気

及
び
機
械
に
関
す

る
知
識
、
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力

を
必
要
と
す
る
業

務
に
従
事
す
る
こ

と
を
職
務
と
す
る

職 

主
と
し
て
心
理

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
福
祉

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

の
他
の
試
験
職
種

の
対
象
と
な
ら
な

い
全
て
の
職 

専
門
試
験
（
多
肢

選
択
式
） 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

基
礎
能
力
検
査 

書
類
審
査 

選
択
式
） 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

基
礎
能
力
検
査 

書
類
審
査 

試験（多肢選択式） 

Ⅱ Ⅰ 一
般
心
理
学
（
心
理
学

史
、
発
達
心
理
学
、
社

会
心
理
学
を
含
む
。
）
、

応
用
心
理
学
（
教
育
心

理
学
・
産
業
心
理
学
・

臨
床
心
理
学
）
、
調

査
・
研
究
法
及
び
統
計

学 社
会
福
祉
概
論
（
社
会

保
障
を
含
む
。
）
、
社

会
学
概
論
、
心
理
学
概

論
（
社
会
心
理
学
を
含

む
。
）
及
び
社
会
調
査 

法
、
民
法
、
刑
法
、
労

働
法
、
経
済
学
（
経
済

原
論
、
経
済
政
策
、
経

済
史
）
、
財
政
学
、
国

際
関
係
及
び
経
営
学 

数
学
・
物
理
・
情

報
、
材
料
力
学
、

流
体
力
学
、
熱
工

学
、
電
気
工
学
、

機
械
力
学
・
制
御
、 

機
械
設
計
、
機
械 

数
学
・
物
理
、
電

磁
気
学
・
電
気
回

路
、
電
気
計
測
・

制
御
、
電
気
機

器
・
電
力
工
学
、

電
子
工
学
及
び
情

報
・
通
信
工
学 

 



                           

別
表
第
二
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

経
験
者

職
員
採

用
試
験 

一
般

行
政 

職
員
採
用
上
級

試
験
の
他
の
試
験

職
種
の
対
象
と
な

ら
な
い
全
て
の
職 

教
養
試
験 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

書
類
審
査 

 

 

 

建
築 

総
合

土
木 

 

主

と

し

て

建

築
に
関
す
る
知

識
、
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を

必
要
と
す
る
業

務
に
従
事
す
る

こ
と
を
職
務
と

す
る
職
（
警
察
本

部
に
置
か
れ
る

も
の
を
除
く
。
） 

主
と
し
て
土
木

及
び
農
業
土
木
に

関
す
る
知
識
、
技

術
又
は
そ
の
他
の

能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す

る
こ
と
を
職
務
と

す
る
職 

 
 

 

数
学
・
物
理
・
情
報
、

構
造
力
学
、
材
料
学
、

建
築
史
、
環
境
原
論
、

建
築
計
画
、
都
市
計

画
、
建
築
構
造
、
建
築

施
工
及
び
建
築
設
備 

Ⅱ Ⅰ 

 

数
学
・
物
理
・
情

報
、
応
用
力
学
、

水
理
学
、
土
質
工

学
、
材
料
・
施
工
、

都
市
計
画
、
測
量

及
び
土
木
計
画 

数
学
、
水
理
学
、

応
用
力
学
、
土
壌

物
理
、
測
量
、
材

料
・
施
工
、
農
業

水
利
・
土
地
改

良
・
農
村
環
境
整

備
、
農
業
土
木
構

造
物
、
農
学
一
般

及
び
農
業
機
械 

材
料
及
び
機
械
工

作 

 



 

 

                                

 

総
合

土
木 

設
備 

心
理 

福
祉 

一
般

行
政

（
Ｄ

Ｘ
） 

主
と
し
て
土
木

及
び
農
業
土
木
に

関
す
る
知
識
、
技 

主
と
し
て
電
気

及
び
機
械
に
関
す

る
知
識
、
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力

を
必
要
と
す
る
業

務
に
従
事
す
る
こ

と
を
職
務
と
す
る

職 

主
と
し
て
心
理

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
福
祉

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
デ
ジ

タ
ル
化
及
び
デ
ジ

タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ

ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

書
類
審
査 

 

専
門
試
験
（
口
述

式
） 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

書
類
審
査 

 

専門試験（口述式） 

基
礎
理
論
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
シ
ス
テ
ム
、
技
術

要
素
、
開
発
技
術
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
、
サ
ー
ビ
ス
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
、
シ
ス
テ
ム

戦
略
、
経
営
戦
略
及
び

組
織
と
法
務 

 



     
 

                             

 

林
業 

農
業 

化
学 

建
築 

 

主
と
し
て
林
業

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
農
業

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
化
学

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
建
築

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職
（
警
察

本
部
に
置
か
れ
る

も
の
を
除
く
。
） 

術
又
は
そ
の
他
の

能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す

る
こ
と
を
職
務
と

す
る
職 

 
 

 



          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

          

別
表
第
二
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

        

別
表
第
二
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

警
察
官

（
巡
査
）

採
用
試

験
Ⅰ
類 

 
 

教
養
試
験 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

体
力
検
査 

基
礎
能
力
検
査 

 

 

警
察
官

（
巡
査
）

採
用
試

験
Ⅱ
類 

 
 

教
養
試
験 

適
性
試
験 

作
文
試
験 

人
物
試
験 

 

 

 

小
・

中
学

校
事

務 司
書 

獣
医

師 

市
町
村
立
小
・

中
学
校
事
務
職
員

採
用
上
級
試
験
の

対
象
と
な
る
職 

主
と
し
て
図
書

に
関
す
る
知
識
、

技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
職
務

と
す
る
職 

主
と
し
て
獣
医

学

に

関

す

る

知

識
、
技
術
又
は
そ

の
他
の
能
力
を
必

要
と
す
る
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
を

職
務
と
す
る
職 

教
養
試
験 

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

書
類
審
査 

 
 

 



   
別
表
第
二
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

              

別
表
第
二
備
考
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
二 

「
書
類
審
査
」
と
は
、
受
験
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
応
募
書
類
等
か
ら
読
み
取
れ
る
適
性
、

能
力
等
に
つ
い
て
の
審
査
を
い
う
。 

別
表
第
三
職
員
採
用
上
級
試
験
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

別
表
第
三
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
項
中
「
六
十
四
歳
未
満
」
を
「
二
十
七
歳
以
上
六
十
四
歳

未
満
」
に
、
「
民
間
企
業
等
（
自
営
業
を
含
む
。
）
に
お
け
る
職
務
経
験
」
を
「
民
間
企
業
等
に

お
け
る
職
務
経
験
等
」
に
改
め
、
同
表
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

       

警
察
官

（
巡
査
）

採
用
試

験
社
会

人
経
験

者
Ⅱ
類 

警
察
官

（
巡
査
）

採
用
試

験
社
会

人
経
験

者
Ⅰ
類 

  

  

適
性
試
験 

論
文
試
験 

人
物
試
験 

身
体
検
査 

体
力
検
査 

 

 

 
 

 

身
体
検
査 

体
力
検
査 

基
礎
能
力
検
査 

 

 

職
員
採
用
上
級
試

験
（
早
期
区
分
） 

試
験
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
二
十
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の

者 

 

警
察
官
（
巡
査
）
採

用
試
験
社
会
人
経

験
者
Ⅱ
類 

警
察
官
（
巡
査
）
採

用
試
験
社
会
人
経

験
者
Ⅰ
類 

試
験
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
十
七
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

の
者
の
う
ち
民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
務
経
験
を
有
す
る
者
で
警
察
官

（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類
の
受
験
資
格
に
該
当
し
な
い
者 

試
験
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
三
十
五
歳
未
満
の
者
の
う
ち

初
任
給
規
則
別
表
第
三
に
定
め
る
基
準
学
歴
区
分
の
大
学
卒
の
資
格
を

取
得
し
た
者
で
民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
務
経
験
を
有
す
る
者 

 



別
表
第
三
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜
査
Ⅰ
類
の
項
及
び
警
察
官
（
巡
査
）

採
用
試
験
サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜
査
Ⅱ
類
の
項
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」

に
、
「
第
七
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
四
号 

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成 

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と 

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
三―

二
九―

一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
白
子
二
丁
目
千
三
百
六
十
四
番
一
外
四
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
百
六
十
一
・
〇
二
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
五
号 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号
）
の
う

ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

      

二 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

            

岸
町
二
丁
目 

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
川
越
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
川
越
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

 

 

岸
町
二
丁
目 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

な
る
自
然
現
象
の
種
類 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
六
号 

 
蕨
市
か
ら
蕨
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
七
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

委
託
し
た
公
金
事
務
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
等
及
び
委
託
期
間 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

三 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日 

   

パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ

ー
作
動
及
び
手
数
料

の
収
納
事
務 

公

金

事

務 

株
式
会
社
ア
イ
エ
ス
エ
ス 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜

木
町
二
丁
目
七
番
六
号
三
Ｆ 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
、 

住

所

又
は

事

務

所

の

所
在

地 

令
和
七
年
十
二
月
一
日
か

ら
令
和
八
年
十
一
月
三
十

日
ま
で 

委

託

期

間 

 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

川 

裕 

嗣 
 



 

 

野
田
岩
槻
線 

 

路
線
名 

春
日
部
市
増
戸
字
天
神
原
二
二
七
番
三
地
先
か
ら 

同
市
増
戸
字
真
菰
原
一
〇
九
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
付
け
埼
玉

県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

二
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の

一
部
供
用
開
始
で
あ
る 

延
長
六
五
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
。 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

川 

裕 

嗣 
 



 

 

野
田
岩
槻
線 

 

路
線
名 

春
日
部
市
増
戸
字
天
神
原
二
五
九
番
三
地
先
か
ら 

同
市
増
戸
字
天
神
原
三
三
八
番
三
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
付
け
埼
玉

県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

二
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の

一
部
供
用
開
始
で
あ
る 

延
長
五
五
・
六
五
メ
ー
ト
ル
。 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
一
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

頭 

秀 

和 



                   

第
一
号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

令
和
八
年
一
月
九

日 指

定

の

年

月

日 

深
谷
都
市
計
画
事
業
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域
内

五
街
区
十
五
画
地
地
先
か
ら
三
街
区
十
二
画
地
地
先
ま

で 

 

深
谷
都
市
計
画
事
業
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域
内

一
号
街
区
公
園
地
先
か
ら
八
街
区
一
画
地
地
先
ま
で 

 
深
谷
都
市
計
画
事
業
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域
内

二
十
三
街
区
七
画
地
地
先
か
ら
二
十
四
街
区
一
画
地
地

先
ま
で 

 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

七
十
八
・
〇
〇 

   

五
十
五
・
〇
〇 

  

四
十
八
・
〇
〇 

    

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

八
・
〇 

   

八
・
〇 

  

六
・
〇 

    

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 
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